
■ ご挨拶

皆さまには、平素より機構業務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本資料には、2026年度における住宅金融支援機構の取組、 2026年度債券発行計画、2025事業年
度決算の概要等について記載しておりますので、当機構への一層のご理解を賜れば幸いです。

これからも、投資家の皆さまのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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■ 政府・政策との一体性

住宅金融支援機構では、民間金融機関による全期間固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券
化支援業務を業務の柱とするほか、民間金融機関が住宅ローンを円滑に供給するための住宅融資保
険等業務や、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な分野への融資業務などを行っています
。

住宅金融支援機構は、日本国政府が全額出資する独立行政法人であり、国の政策実施機関として住
宅政策や経済対策に取り組んでいます。

引き続き、我が国の住生活の向上を金融面から支援し、政策実施機能の最大化を図るべく、取り組ん
でまいります。
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■ 沿革

住宅金融公庫から始まり、住宅金融支援機構となった後の現在に至る沿革を示しています。

2007年の機構設立後、第一期及び第二期中期目標期間を通じて、財務内容の改善に取り組んで
きました。

第三期及び第四期中期目標期間においては、政策実施機能の最大化に向けて、ステークホルダ
ーと連携して、様々な課題に取り組み、着実に目標を達成するなど成果をあげてきました。

2025年度からスタートした第五期中期目標期間では、長期ビジョンの実現に向けた取組を進める
とともに、政策実施機能の最大化のための取組を継続して実施してまいります。
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■経営理念体系

「住まい」は幸せの原点であると住宅金融支援機構は考えます。

「住まいのしあわせ」を、「ともにつくる」

これが、私たちの使命です。

今、私たちを取り巻く環境は、大きな変化の時を迎え、不確実性は一層高まりつつあります。

人口減少・高齢化に歯止めがかからず、災害の懸念や金利・物価上昇が収まらない、そのような中
で、機構が何を目指し、どう進化を遂げるべきかを示す羅針盤として、長期ビジョンを策定しました。

機構は、長期ビジョンで描いた将来像の実現を目指し、 多くのステークホルダーの皆さまの信頼とご
理解をいただきながら、住宅金融を通じて様々な住まいのしあわせをつくり上げていきます。
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■ 第五期中期目標・中期計画について

2025年度からスタートした第五期中期目標期間（2025年度～2028年度）においては、カーボンニュート
ラルの推進等の社会課題や金利環境の変化、物価高騰等による住宅ローン市場の変化等への対応が
求められています。

機構は、住生活基本計画等の政府方針等を踏まえ、住宅金融証券化市場の整備育成や多様な金融
手法の活用に向けた検討等に取り組むことで、政策実施機能の最大化を図っていきます。

また、長期ビジョン「住宅金融支援機構 Vision2035」の趣旨を中期計画に盛り込んでおり、長期ビジョン
の実現に向けた取組を進めています。
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■気候変動対策に関する情報開示の充実

住宅金融支援機構では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の状況を皆様に知っ
ていただくため、TCFD提言に基づき、「統合報告書2024」に引き続き「統合報告書2025」でも情
報開示を行っています。

住宅金融支援機構では、第五期中期目標期間における定量目標において、

「新築住宅に係る【フラット３５】の申請件数に占めるＺＥＨ水準の技術基準を満たす住宅に係るも
のの割合」を定めており、

仮に定量目標を達成した場合、令和10年度のCO2排出量の削減効果は、令和６年度と比較し
て、▲11.3％となります。

今後も、省エネ性の高い住宅の普及に向け、住宅金融支援機構として積極的に取り組んでまい
ります。
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■ 2025年度 事業・調達実績概要

住宅金融支援機構は証券化支援事業、住宅融資保険等事業、住宅資金融通等事業を中心に事業を行
っています。

【フラット３５】を代表とする証券化支援事業は長期固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に供給でき
るようにするとともに、良質な住宅ストックの形成に資するよう、民間金融機関による長期固定金利の住宅
ローンの供給を支援する事業です。

また、 【リ・バース６０】等を行う住宅融資保険等事業や、災害復興住宅融資やマンション建替え等のプロ
ジェクトにおけるまちづくり融資、分譲マンションの共用部分リフォーム融資等を行う住宅資金融通等事業
があります。

各事業に必要な資金は、主にＭＢＳやＳＢ、政府保証債を発行することにより、その大部分をマーケットか
ら調達しています。
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■ 全期間固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に提供（【フラット３５】の実績）

日銀による政策金利の断続的な引き上げにより、長期固定金利のニーズが高まっていることなどを受け、

2025年度の【フラット３５】は、2024年度を上回る（+32％）約3万7千件のご利用をいただきました。

2025年度末時点の累計では約146万件のお客さまにご利用をいただいております。

今後とも政策実施機関としての役割を果たすとともに、皆さまのご期待に応えられるよう取り組んでまいり
ます。
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■ ＭＢＳの発行実績

【フラット３５】の資金調達を主眼としたＭＢＳの2025年度の発行額は、引き続き多くのお客さまに【フラ
ット３５】をご利用いただいた結果、5,431億円となり、2025年度末時点の発行累計額は36兆7,814億円
となりました。

これからも、ＭＢＳを安定的に発行することにより、証券化市場におけるＭＢＳのベンチマーク性を高
め、日本におけるＭＢＳ市場の発展を支援してまいります。
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【参考：ＭＢＳの発行実績（2025年度末時点）】
発行金額（単年） 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

月次ＭＢＳ 1兆2,154億円 7,662億円 5,687億円 4,297億円

月次ＭＢＳ Ｓ種ＭＢＳ Ｔ種等ＭＢＳ 合計
発行金額（累計） 30兆7,480億円 5兆4,000億円 6,334億円 36兆7,814億円



■ ＳＢの発行実績

【フラット３５】だけではなく賃貸住宅融資や旧住宅金融公庫時代の直接融資事業に係るリファイナン
ス等、様々な資金使途を目的に発行しているＳＢについては、2025年度末時点での発行額累計は6
兆2,601億円となっています。

実際の事業量や資金繰り等を踏まえ、多様な年限で発行していることや、投資家の皆さまの需要に
応じて発行額を増額すること等を通じて、多種多様な投資家の皆さまのニーズに対応しています。

2019年１月に国内初の住宅ローンを使途とするグリーンボンドをＳＢで発行し、省エネルギー性に優
れた住宅の普及促進に取り組んでいます。

SB発行額累計のうち4,250億円はグリーンボンドでの発行となっています。
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【参考：SBの発行実績（2025年度末時点）】
発行年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

発行金額（単年） 5,050億円 2,070億円 830億円 0億円 0億円

発行年限 ３年債 ５年債 ７年債 10年債 12年債
発行金額（累計） 700億円 １兆6,013億円 100億円 １兆9,588億円 530億円

発行年限 15年債 20年債 30年債 40年債 合計
発行金額（累計） 8,694億円 １兆1,726億円 5,150億円 100億円 6兆2,601億円



■ 政府保証債（グリーンボンド）の発行実績

2021年6月に国内初となる政府保証付きグリーンボンドを発行して以降、毎年度発行を継続しており
、 2025年度末時点での発行額累計は9,950億円まで増加しています。

政府保証付きグリーンボンドの発行により、省エネルギー性等の質の高い住宅の取得を支援する【フ
ラット３５】Ｓの取組について広く知っていただくとともに、より幅広い投資家の皆さまから資金調達の
面でサポートをいただくことで、政策実施機関として、省エネルギー性に優れた住宅の更なる普及促
進を図り、政府と一体となって脱炭素社会の実現に向け貢献しています。
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■ ＭＢＳ・ＳＢ・政府保証債(グリーンボンド)の商品性

ＭＢＳは、受益権行使事由発生前は機構の信用力で元利金を支払う財投機関債であり、受益権行使事
由発生後は財投機関債から受益権に切り替わる仕組みとなっています。

担保は貸付債権で、適格基準を満たしている住宅ローン債権のみを裏付資産としています。

債券格付については十分な超過担保を設定することにより、S&PおよびR&Iから発行時に日本国債を上回
るAAA（最高位）の格付を取得しています。

信用リスクを極限まで抑えることにより、金利リスクや繰上償還リスクに着目したMBS投資が可能になります
。

ＳＢは、一般担保付きの財投機関債であり、 S&PおよびR&Iから発行時に日本国債と同等の格付を取得し
ています。

政府保証債(グリーンボンド)は、政府が元金および利息の支払いを保証しており、国債に次ぐ安全資産と
されている債券であり、BISリスクウェイトは国債と同じ０％です。

また、政府保証債のため債券格付は取得していませんが、投資家の皆さまからは日本国債と同等の信用
力と評価され、購入いただいています。
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■グリーンＭＢＳの発行について

一定の省エネルギー性能を満たす【フラット３５】の買取代金を資金使途として、グリーンＭＢＳを発行して

います。

月次ＭＢＳとは異なり、超過担保の設定はありません（発行時の債券格付は「Ｓ＆Ｐ：Ａ＋、Ｒ＆Ｉ：ＡＡ

＋」）。

第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から、国際資本市場協会（ＩＣＭＡ）の「グ

リーンボンド原則2025」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2024年版」に適合している旨のオピニオ

ンを取得しています。
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■ 証券化支援事業における取組（良質な住宅の取得を支援）

住宅金融支援機構では、省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅を取得する場合に、【フラッ
ト３５】のお借入金利を一定期間引き下げる

【フラット３５】Ｓを2005年度から実施するなど、良質な住宅の普及に取り組んでいます。

このほか、国の少子化対策の推進施策の一環として、こどもの人数等に応じて金利を引き下げる【
フラット３５】子育てプラス、

社会経済情勢の変化への対応として、ご夫婦、親子などで協力して【フラット３５】を借り入れるペア
ローンなどを提供しています。
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■ 証券化支援事業における取組（経済対策）

2025年度の政府の経済対策に基づき、足元の物価高等への対応として、

固定金利型住宅ローンの利用の円滑化が掲げられたことを踏まえ、フラット３５の制度改正を行
いました。

始めに、住宅価格の上昇に伴い、8,000万超の住宅ローンを利用する方に対しても固定金利の
安心を提供するため、融資限度額を8,000万円から１億2,000万円に変更しました。

次に、住宅市場やライフスタイルが多様化している状況に対応するため、フラット３５の融資要件
に関して、新築・中古の一戸建て住宅における床面積の基準を70㎡以上から50㎡以上に見直しま
した。

最後に、全期間固定金利の住宅ローンへの借換えの円滑化や子育て世帯等の支援のため、
借換融資においても子育てプラスを利用可能とし、借換返済期間も35年から40年へ延長しました。

19



■ 証券化支援事業における取組（中古住宅のマーケット活性化）

住宅金融支援機構では、中古住宅を購入して一定の要件を満たすリフォームを行う場合または住
宅事業者により一定の要件を満たすリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に、

【フラット３５】の借入金利を当初５年間（金利Aプランは▲1.0％、金利Bプランは▲0.5％）引き下げ
る【フラット３５】リノベや、

取得する中古住宅が機構の定める技術基準に適合する場合、当初５年間▲0.25%引き下げる、【フ
ラット３５】中古プラスを取り扱っています。

引き続き、中古住宅の流通促進及びストックの質向上を支援してまいります。
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■ 証券化支援事業における取組（地域の政策課題に取り組む地方公共団体を支援）

【フラット３５】地域連携型は、地方公共団体の政策課題解決のために、地方公共団体による補助
事業等の財政的支援と併せて、【フラット３５】を利用する場合に一定期間借入金利を引き下げる
制度です。

地域金融機関及び住宅事業者とのネットワークの活用、広告出稿等により、地方公共団体の補助
事業と併せて周知に取り組んでおり、連携する地方公共団体は700団体を超えています。

なお、地域との連携は証券化支援事業にとどまらず、住宅資金融通等事業においては災害復興
住宅融資などで、住宅融資保険事業においては【リ・バース６０】などで幅広く対応することとしてお
り、

これまでの取組による成功事例等を他の地域へ横展開するなどにより、積極的に地域の政策課題
解決に関わっていくことを目指しています。

21



■ 住宅融資保険事業における取組（【リ・バース６０】の推進）

【リ・バース６０】は毎月利息のみの支払で、元金は連帯債務者を含め申込人全員が亡くなられた時に、

融資住宅および土地の売却等により、一括してご返済いただく商品です。

毎月の支払が利息のみとなるため、一般的な住宅ローンよりも毎月の支払の負担が少なくなります。
なお、担保となっている融資住宅および土地の売却代金が残債務に満たない場合は、

相続人の方への請求について、次のいずれかの取り扱いとなります。

いずれのタイプを取り扱うかは、金融機関により異なります。

・リコース型 ：相続人に対して残債務を請求します。

・ノンリコース型：相続人に対して残債務を請求しません。（※全期間固定金利タイプはノンリコース型のみ）

お客さまがご存命中に元金を繰上返済して完済された場合または相続人の方が一括返済された場合は、

融資住宅および土地を売却する必要はありません。

【リ・バース６０】は、2009年度からスタートしています。老朽化した自宅の建替えやリフォーム、

利便性の高いエリアへの住み替え、住宅ローンの借換え等、ほぼ全ての住宅ローンニーズに対応していま
す。

2026年3月末時点では、取扱金融機関数は89機関（うち全期間固定金利タイプのみ取り扱っている金融機
関は３機関）で、

全ての都道府県でご利用いただいており、2025年度の申請戸数は1,293戸（うち全期間固定金利タイプは
120戸）となりました。

シニア層のお客さまが利用しやすい環境をつくるため、お客さまのニーズを踏まえ、商品改善を行っていくと
ともに、

取扱金融機関の増加にも努めてまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組

（災害からの住まいの再建や災害に強い住まい・まちづくりを支援）

旧公庫時代も含め、従来から、自然災害で被災された方々のための災害復興住宅融資をご用意し、住宅再
建を支援しています。

被災地を管轄する各支店等は、地方公共団体と連携して現地相談会を開催し、同融資に関するご相談や、
機構融資をご返済中の方の返済相談などを行っています。

今後とも、組織をあげて、被災された方々への支援を行ってまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組（マンションストックの維持管理、そして再生を支援）

当機構では、大規模修繕に向けた修繕積立金の計画的な積立てをサポートするための「マンションすまい
・る債」、大規模修繕工事等の費用を融資する「マンションすまい・る融資」、高経年化したマンションの再生
費用を融資する「まちづくり融資」など、

マンションのライフサイクルに応じて、マンション管理組合に対する金融面の支援を実施しています。さらに
、将来の大規模修繕工事に役立つツールとして、「マンションライフサイクルシミュレーション」、「大規模修
繕工事の手引き」、「性能向上工事を進める際の工夫点」等を用いた情報発信も実施しています。

また、近年では高経年マンションの増加や居住者の高齢化等が進み、適切な長期修繕計画の見直しの困
難化、修繕積立金の不足等による必要・適切な修繕工事の未実施などマンションに関する様々な課題が
顕在化し、社会的な問題となりつつあります。

これらの課題に金融支援の視点から着目した「マンションの価値向上に資する金融支援の実施協議会」を
継続的に開催しています。

今後も、協議会メンバーやマンション管理関係の専門家と連携して管理組合への金融面からの支援を検
討することで、高経年マンション問題という社会的な課題の解決に向けて貢献を果たしてまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組 （脱炭素社会の実現に向けた取組等）

証券化支援事業における取組みに加え、住宅資金融通等事業における次の取組を通じ、住宅の省エネルギー性能向上による脱
炭素社会の実現に貢献してまいります。

①【グリーンリフォームローン】の創設

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、機構では、既存住宅の省エネ推進のため、断熱改修工事や省エネ設備設置工事な
どのリフォーム工事を行う場合に利用できる【グリーンリフォームローン】を2022年10月に創設しました。

2025年10月以降申込受付分からは、融資限度額を500万円から1,000万円に引き上げました。

②【機構 すまい・る賃貸ローン】子育て省エネ型等の返済期間を40年以内に延長

機構では、子育て世帯に必要な住戸規模と優れた省エネルギー性能を有する賃貸住宅の供給を促進するための建設資金の融
資を行っています。

2026年４月から、質の高い賃貸住宅（子育て世帯向け省エネ）の推進を図るため、返済期間を「35年以内」から「40年以内」に延長
する制度改正を行いました。
併せて、融資の対象となる住宅の延べ面積の下限も「200㎡」から「160㎡」に緩和しています。
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■海外に関する調査・研究・情報提供

本邦事業者の海外展開を促進するため、2018年８月に施行された海外インフラ展開法に基づき、諸外国における住宅金融制度
の構築等を目的とした人材育成支援（研修）、海外の住宅市場等の調査・情報提供、海外の機関との連携強化に取り組んでいま
す。

2025年度の取組をいくつかご紹介します。

人材育成支援については、2025年10月にフィリピンの居住都市開発省及び国立住宅抵当金融公社の職員向けに、11月にベト
ナムのホーチミン市職員向けに研修を行いました。

本研修においては、日本の住宅政策、【フラット３５】のビジネスモデル等について講義等の研修を行い、日本の住宅や住宅金融
制度等への理解を深めていただきました。

海外の住宅市場等の調査・情報提供については、インドにおいては住宅市場及び住宅金融に関する基礎的調査を、ベトナムに
おいてはフォローアップ調査を実施し、両国の住宅市場及び住宅金融の現状について現地調査を含め情報収集を行いました。

本調査の結果については、2026年３月に国土交通省住宅局主催の住宅産業海外展開支援セミナーや国際住宅建築都市産業
協会主催の住宅市場調査等報告会に参加して発表を行うとともに、機構のホームページでも公表いたしました。

海外の機関との連携強化については、2025年７月にモンゴル住宅抵当株式会社（MIK）からの要請に基づき、グリーンボンドの
発行に関する有償の技術支援契約を締結しました。

本契約に基づき、MIK役職員や政府関係者等への研修、外部専門家との調査等を踏まえたグリーンボンド発行に向けた提言等
を実施しました。

また、2025年８月にTICAD 9のテーマ別イベント「日・アフリカ 住宅・建築・都市開発フォーラム」を、国土交通省、シェルターアフ
リック開発銀行、日本建築センター、国際住宅建築都市産業協会とともに開催しました。

同イベントでは、国内外における様々な取組の紹介のほか、グリーン・ソーシャル・サステナブルな住宅金融に関する知識や経験
を引き続き世界に共有していくことを主催者として発信しました。
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■金融リテラシー向上のための取組

また、令和７年度の経済対策においては、固定金利型住宅ローンの利用の円滑化に加え、金利リ
スクの普及啓発の取組が求められています。

このような背景を踏まえ、本支店一体となって金融リテラシー向上のための取組を積極的に実施し
ています。

具体的には、金融経済教育を推進するために2024年４月に設立された認可法人である金融経済
教育推進機構（Ｊ－ＦＬＥＣ）と連携した住宅事業者やエンドユーザー向けのセミナー、

住宅ローンかんたん解説動画の作成、住宅金融リテラシ－向上のためのサイト立ち上げなどを通
じて、住宅取得予定者等に対して金融リテラシーの向上に資する情報を発信しています。
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■ 債券発行計画

資産担保証券（機構ＭＢＳ）の2025年度発行実績は5,431億円でした。2026年度は8,942億円の計画として
います。なお、2026年度4～6月では、一番右の欄に「実績」としてカッコ書きでお示ししたとおり、890億円を
すでに発行しています。

一般担保債券（機構ＳB）については、金利環境の大幅な変化や他の債券による調達状況等を踏まえ、
2024～2025年度は発行しませんでした。

2026年度につきましては、1,750億円の発行を計画しています。

省エネルギー性に優れた住宅の更なる普及促進を支援することを目的とした政府保証付きグリーンボンド
については、2024年度の発行実績は2,400億円、2025年度の発行実績は650億円でした。

2026年度につきましては、1,900億円の発行を計画しています。
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■ ＭＢＳの未償還残高総額の減少による繰上償還

「未償還残高総額の減少による繰上償還」いわゆる「クリーンアップコール」は、2018年４月に住宅金融
支援機構として初めて実施して以降、資料に記載の繰上償還対象回号について実施しています。

次回の繰上償還対象回号は2026年９月に機構ホームページ上での公表を予定しています。
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■ 住宅金融支援機構債券への投資意義

私ども住宅金融支援機構は、

・我が国の住生活の向上に貢献すること

・国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること

・国民の住生活の基盤となる住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図ること

を旨として業務に取り組んでいます。

投資家の皆さまには、私どものＭＢＳ、ＳＢ及び政府保証債（グリーンボンド）にご投資いただきますこ
とで、国民の皆さまの豊かな住生活の実現にご貢献いただいているものと考えております。

今後とも、どうか引き続き、機構へのご支持、ご理解を賜れればと存じます。
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■ 住宅金融支援機構の勘定と事業

・住宅金融支援機構は、事業ごとに５つの勘定を有しており、それぞれを区分して経理してい
ます。

・５つの勘定のうち、証券化支援勘定及び住宅資金貸付等勘定（表中１及び４）は、業務ごと
に内訳経理を有しています。

・証券化支援勘定、住宅融資保険勘定、財形住宅資金貸付勘定及び住宅資金貸付等勘定
（表中１～４）は、機構が政府方針に基づく政策の実現に向けて行う事業の勘定です。

・既往債権管理勘定（表中５）は、旧住宅金融公庫時代の住宅ローン債権を適切に管理する
ための勘定で、新たな債権は発生しない、閉鎖勘定となっています。
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■勘定別の当期総利益等

① 全ての勘定で当期総利益を計上、法人全体の利益は前年度を下回る

法人全体の当期総利益は1,431億円（対前年度▲164億円）、既往債権管理勘定を除く４勘定合計

の当期総利益は905億円（対前年度▲24億円）となりました。

主な減益要因は、証券化支援勘定において責任準備金の繰入が生じたこと、既往債権管理勘定に

おいて貸付金残高の減少により貸付金利息が減少したことです。

② 証券化支援勘定：引き続き当期総利益を計上も、買取債権残高は減少

当期総利益は、対前年度で64億円減少し、516億円（対前年度比▲11.1％）となりました。

フラット３５の新規買取は9,983億円（対前年度＋2,120億円）、買取債権残高は前年度より1,385億円

減少し、18.0兆円（対前年度比▲0.8％）となりました。

※当期総利益の516億円を積立金（独立行政法人通則法第44条第１項）としています。

③ 既往債権管理勘定：引き続き当期総利益を計上

貸付金の回収が進み、貸付金残高は前年度より3,795億円減少し、1.9兆円（対前年度比▲16.5％）

となりました。

当期総利益は、対前年度で141億円減少し、526億円（対前年度比▲21.1％）となりました。

※当期総利益の526億円のうち440億円を積立金（住宅金融支援機構法附則第７条第７項）とし、

残る86億円を国庫納付（同条第８項）します。

法人全体の当期総利益への寄与が大きい証券化支援勘定及び既往債権管理勘定の決算ポイントを次ペー
ジ以降でご説明します。

また、参考資料「2025事業年度における各勘定等の損益の状況」も合わせてご覧ください。
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■ 2025事業年度決算のポイント① ～証券化支援勘定～

・証券化支援勘定の損益を要因ごとに分解し、図式化しています。

・当期総利益が516億円（対前年度▲64億円）となった主な要因は次のとおりです。

（収益）

①資金運用収益等（買取債権利息、補助金等収益 等）の減少（2,772億円→2,761

億円：▲11億円）

②前中期目標期間繰越積立金取崩額の増加（ 8億円→180億円：＋172億円）

（費用）

③債券の利払い（資金調達費用）の増加（1,170億円→1,200億円：▲30億円）

④支払団信特約料の増加（304億円→314億円：▲10億円）

⑤責任準備金繰入額の皆増（０→203億円：▲203億円）
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■ 2025事業年度決算のポイント② ～既往債権管理勘定～

・既往債権管理勘定の損益を要因ごとに分解し、図式化しています。

・当期総利益が526億円（対前年度▲141億円）となった主な要因は次のとおりです。

（収益）

①貸付金利息（資金運用収益）の減少（944億円→792億円：▲153億円）

②貸倒引当金戻入額の増加（4億円→14億円：＋10億円）

（費用）

③債券、借入金の利払い（資金調達費用）の減少（68億円→61億円：＋6億円）

④団信運営負担金の増加（130億円→139億円：▲9億円）
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■ リスク管理債権の状況

リスク管理債権は、７行目の2025年度の既往債権等と買取債権の「合計」で6,260億円となり、対前
年度389億円の減少となっています。８行目のリスク管理債権の「比率」も2.68％となり、対前年度
0.12ポイントの低下となっています。

「買取債権」、「既往債権等」別に見てみますと、買取債権については、「貸出条件緩和債権」が減
少したものの、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「三月以上延滞債権」の増加により、合計
33億円の増加となり、

既往債権等においては、すべての区分において減少し、合計422億円の減少となりました。

「買取債権」、「既往債権等」ともに「貸出条件緩和債権」が減少している主な要因は、過年度に新型
コロナウイルス感染症の影響によりご返済にお困りのお客さまに返済方法の変更を実施した債権に
ついて、返済が正常に行われていることから正常債権となったことによるものです。
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